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Ⅰ 将来予測等の概要 

１ はじめに 

   

「心身障害者扶養保険事業財務状況検討会」は、心身障害者扶養保険事業の健全かつ

安定的な運営を図り、将来にわたり障害者に対する年金給付を確実に行うため、平成 

１３年度以来、この事業の財政状況について、毎年度将来予測を実施し、長期的観点に

立った分析検討による検証を行うとともに、加入者をはじめ、国、地方公共団体、障害

者団体等の関係者に報告又は情報提供を行ってきた。 

平成１９年度には、本制度の安定的な運営を図るため、国において制度の在り方につ

いての検討が行われ、平成２０年４月から、保険料水準の見直し、公費による財政支援

の延長等を骨子とした制度改正が実施された。 

平成２０年度以降、福祉医療機構の中期目標においても、「扶養保険事業の安定的な

運営を図り、将来にわたり障害者に対する年金給付を確実に行うため、毎年度、扶養保

険事業の財政状況を検証するとともに、加入者等に対し公表すること。なお、国におい

ては少なくとも５年ごとに保険料水準等の見直しを行うこととしていることから、機構

は基礎数値等見直しに必要な情報を提供するとともに、将来的に当該事業の安定的な運

営に支障が見込まれる場合には、厚生労働大臣に対しその旨を申し出ること。」とされ

ている。 

昨年度には、国において少なくとも５年ごとに実施することとされている保険料水準

等の見直しが行われ、加入者死亡率や障害者死亡率等を見直した上で検討した結果、保

険料水準等の制度を見直す必要性はないとされたが、安定的な運営を図り、将来にわた

り障害者に対する年金給付を確実に行うため、毎年度、積立比率も用いて財政の健全性

を検証し、その結果を公表するものとされた。 

これを受け、本年度においては、加入者死亡率等の基礎率や運用利回りについて、昨

年度の国における検証で用いられたものを使用し、基礎数値を令和４年度末の実績値に

置き換え、将来予測を行った。 

これらの将来予測結果等について、必要な情報を国へ提供していくこととする。 
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２ 将来予測の概要 

 

（１）計算の前提 

国において少なくとも５年ごとに行われる保険料水準等の見直し後、毎年度、国の

見直しの検討で用いられた加入者死亡率等の基礎率や運用利回りを用いて、その後の

基礎数値等の実績値の変化がどう影響しているか、将来的にこの事業の安定的な運営

に支障が見込まれるかどうかを検討することを検証の目的としている。 

このため、前述のとおり本年度の財政状況の検証等については、昨年度の国の見直

しの検討で用いられた同基礎率等を使用した将来予測を行った。 

 

① 基礎数値 

加入者数等の基礎数値は、令和４年度末の実績値を用いた。 

② 基礎率（障害者死亡率、加入者死亡率等） 

昨年度の国の見直しの検討に用いられた基礎率を用いた。 

（「平成２９～令和３年度実績」を基礎とし、責任準備金の算定の際に用いる率と

して国からの通知に示された率。） 

③ 将来の新規加入者数 

令和５年度以降、新規加入者が毎年１，０００人であるとして将来予測を行った。 

  （参考：令和元年度実績１，０１２人、令和２年度実績１,０３３人、 

令和３年度実績１，００９人、令和４年度実績１，０９４人） 

④ 保険料 

平成２０年度改正後の加入者年齢区分毎の保険料を用いた。 

⑤ 公費負担 

昨年度の国における検討を踏まえた国からの通知で示された公費負担の額及び

期間を使用した。 

具体的には、令和１０年度まで保険収支及び年金収支にそれぞれ毎年４６億円、

令和１１年度は保険収支３１億円、年金収支６１億円、令和１２年度から令和３４

年度まで年金収支に毎年９２億円、令和３５年度に年金収支３１億円とした。 

⑥ 運用利回り 

運用利回りについては、保険収支、年金収支ともに１.５％として将来予測を行

った。（責任準備金の算定の際に使用する予定利率として国からの通知に示された

値） 

 

上記の前提における将来予測を「メインシナリオ」としているが、当報告書におい

ては、参考として「新規加入者数が毎年２，０００人となるシナリオ」 (２１～２８

ページ）と、「新規加入者数が０人（現在加入者のみ）となるシナリオ」 (２９～ 

３６ページ）についても将来予測を行った。 
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なお、（２）以降については、「メインシナリオ」について結果を記載している。 

 

（２）人数の推移 

① 加入者数の推移 

加入者数は、令和４年度末では５６，５５８人で、新規加入者数を毎年１，０００

人として推計すると、加入者死亡数、障害者死亡数、脱退者数の合計が新規加入者

数（１，０００人）を上回る令和３１年度まで減少を続けるが、令和３１年度末を

底に、以後は緩やかに増加する。 

これは、令和４年度末における加入者数の約８４％を占める年齢の高い平成２０

年度改正前の加入者が、早い年次において死亡等により大幅に減少していくためで

ある。 

また、年齢の高い加入者の大幅な減少に伴い、平均年齢も令和４年度の７４.３

歳をピークにその後は徐々に低下する。 

 新規加入者と既加入者の死亡等による減少数が概ね均衡する令和３２年度以降

は、加入者数、平均年齢ともにほぼ横ばいとなる。 

② 年金受給者数の推移 

年金受給者数は、令和４年度末では５８，８６５人で、新規裁定者数（新規年金

受給者数）が加入者死亡数の減少に伴い減少を続け、令和１４年度には失権者数

（年金受給者死亡数）を下回るため、令和１３年度末をピークにその後は減少す

る。 

また、年金受給者数（約５万９千人）が加入者数（約５万７千人）を上回ってお

り、この傾向は令和３９年度末まで継続する。 

年金受給者の平均年齢は令和４年度で６３．３歳となっているが、以後、毎年

徐々に上昇し、令和３４年度の７４．４歳をピークに、以後は緩やかに低下する。 

 

（３）保険収支予測 

公費以外の収入（保険料及び運用収入の合計）は概ねなだらかな増加傾向となる。 

支出（保険金、弔慰金及び脱退一時金）は、主に加入者死亡数の減少に伴う保険金

支出の減少等により、令和３４年度まで減少を続けるが、その後は緩やかに増加し続

ける。 

収支差は、公費負担終了後の令和１２年度から一時的にマイナス期間となるが、そ

の後は保険料収入の増加や支出の減少に伴いマイナス幅が縮小し、令和２１年度から

は再びプラスに転じる。 

保険資産は収支差に連動していることから、令和１２年度から一時的に減少するが、

令和２１年度から再び増加に転じる。 
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（４）年金収支予測 

保険金収入は加入者死亡数の減少に伴い令和３４年度まで減少するが、令和３５年

度以降は増加に転じる。 

支出は年金受給者数の増加に伴い令和１３年度まで増加するが、その後は徐々に減

少傾向となる。 

収支差は、令和５年度から１１年度まではマイナスとなるが、公費投入額が増加す

る令和１２年度から３４年度の間はプラスとなる。その後、公費投入が終了する令和 

３５年度から４９年度まではマイナスとなるが、年金受給者数の減少による支出の減

少傾向から、令和５０年度以降、再びプラスに転じる。 

年金資産は収支差に連動していることから、令和５年度から１１年度では減少する

が、令和１２年度から３４年度の間は増加する。その後公費投入の終了に合わせて令

和３５年度から４９年度までは年金資産が減少することとなるが、保険金と運用収入

の合計額は増加傾向であり、支出の減少傾向から、令和５０年度以降再びプラスに転

じる。 

 

（５）将来予測まとめ 

新規加入者数を直近の実績と同程度となる毎年１，０００人をメインシナリオとし

て将来予測を行い、財政状況を検証した結果、保険収支及び年金収支のいずれも昨年

度の国の将来見通しと同様、制度が長期的に安定的に運営・持続できることを、本年

度の将来予測から確認することができた。 

また、新規加入者が増加した場合のシナリオとして現在の２倍を想定した「新規加

入者数毎年２，０００人」とリスクシナリオとなる「新規加入者数０人」の将来予測

もあわせて試算し、メインシナリオ（毎年１，０００人）と比較検証した。 

 

新規加入者数を、本制度の普及が進み、毎年２，０００人とした場合、保険収支及

び年金収支の推移はメインシナリオ（毎年１，０００人）と同じ動きとなるが、各年

次で収支差がメインシナリオを上回っていることから、保険資産及び年金資産が大き

く増加していくこととなる。 

新規加入者数０人とした場合、保険収支及び年金収支はメインシナリオ（毎年１，

０００人）を下回り、保険資産及び年金資産は大きく減少していくこととなるが、両

資産の枯渇までは見込まれない結果となった。 

 

以上のことから、メインシナリオ（毎年１，０００人）を中心とするいずれのシナ

リオにおいても制度が持続可能であることが確認できた。 
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３ 積立比率 

 

（１）積立比率について 

積立比率とは、仮に、次年度以降の保険料収入や公費投入を見込まなかったとした

場合、これまで保険料を支払った分の給付を行うのに必要な額（過去期間分給付現価）

のうち、年度末保有積立金で賄える割合を示すものである。数値は、「保険（年金）

資産÷（給付現価－収入現価）」により算出し、「年度末保有積立金（保険資産または

年金資産）÷年度末加入者または年度末受給者の過去期間分給付現価」に相当するも

のであり、その数値が「１」を上回っていれば、保険（年金）資産は、過去期間分保

険金等（年金）給付現価を上回っていることから、過去期間分の給付が賄えるものと

考えられる。 

検証にあたっては、公費が投入されている平成１９年度以前加入者分と、公費が投

入されていない平成２０年度以降加入者分に分けて行っている。 

平成１９年度以前加入者分については、公費を投入し段階的に「１」を確保するこ

ととしているため、昨年度に検討された国の将来見通しに対する令和４年度実績値と

の乖離状況について検証することとし、参考として運用利回りを０.２５％（標準利

率）としたケースについても検証している。 

平成２０年度以降加入者分については、公費投入がないため令和４年度実績で「１」

を確保しているかについて検証した。 

 

（２）平成１９年度以前加入者分にかかる積立比率について 

令和４年度実績をみると、保険収支、年金収支ともに昨年度に示された国の将来見

通しを上回っている。 

【運用利回り１.５％ケース】 

国の将来見通し：保険収支：０.７７  年金収支：０.２５ 

令和４年度実績：保険収支：０.７８  年金収支：０.２６ 

【運用利回り０.２５％ケース（参考）】 

国の将来見通し：保険収支：０.６６  年金収支：０.２０ 

令和４年度実績：保険収支：０.６８  年金収支：０.２１ 

 

（３）平成２０年度以降加入者分にかかる積立比率について 

令和４年度実績をみると、運用利回り１．５％ケースにおいて保険収支、年金収支

ともに「１」を上回っている。 

【運用利回り１.５％ケース】 

〔 令和４年度実績：保険収支：１.１８  年金収支：１.０１ 〕 

【運用利回り０.２５％ケース（参考）】 

〔 令和４年度実績：保険収支：０.９７  年金収支：０.８２ 〕 
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４ 責任準備金 

 

（１）責任準備金の算定方法 

毎事業年度末現在において積み立てるべき責任準備金は、厚生労働大臣が定めると

ころにより、「事業年度末現在における年金受給者について将来支給する年金の現価

相当額（以下「年金の現価相当額」という。）」から、「当該年金受給者のうち平成 20

年 4 月 1 日前加入のものに係る年金の支払いに充当すべき公費負担による将来の保

険金の現価相当額」（公費負担現価）を控除した額とされた。これは、次年度以降の

公費投入を見込む事業年度末現在積み立てるべき金額である。 

また、年金の現価相当額については、「年金受給者の年金額に年１.５％の予定利率

及び別途定める障害者死亡率を基礎としてその者の年齢に応じて算出する年金現価

率を乗じて計算した額を合算した額」とされている。 

 

なお、昨年度の国の検討において、給付に必要な費用は加入者本人の保険料で賄

うことが基本であることから、公費投入については、制度を長期にわたって安定的

に運営することを前提とした上で、現状の利益剰余金・繰越欠損金を踏まえて考え

ることが必要であるとされた。 

 それを踏まえ、国からの通知において、令和４年度決算をもとに精査された公費

投入額・期間が示されており、これに基づき公費負担現価を算定している。。 

当該額・期間については、次期の見直しにおいて再度検証を行うこととされている。 

 

（２）令和４年度の責任準備金 

上記の方法により計算した年金の現価相当額は２，２８６億円、公費負担現価は１，

５９１億円となり、令和４年度末決算における責任準備金は６９５億円となった。 

なお、公費負担現価については、令和５年度以降の公費負担現価１，９３９億円の

うち、受給者分を１，５９１億円、加入者分を３４８億円としている。 

 

（３）欠損金について 

過年度の繰越剰余金９４億円等を踏まえて、公費投入の額及び期間が見直されたこ

と等から、令和４年度末における年金資産額６９４億円は責任準備金６９５億円を８

５百万円下回り、欠損金は８５百万円となった。 
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 ５ まとめ 

【結 論】 

心身障害者扶養保険事業の財政状況に関して、令和４年度実績による基礎数値を用いて

以下の（１）から（３）について検証を行った。 

 

（１）将来予測 

昨年度の国の見直しの検討で用いられた基礎率等を使用して、令和５年度以降 1,000

人の新規加入者をメインシナリオとする長期予測を実施し、保険資産・年金資産の枯渇

は見込まれないことを確認した。 

なお、併せて「新規加入者 2,000 人」及び「新規加入者 0人」のシナリオによる長期

予測を実施したが、いずれのシナリオにおいても保険資産・年金資産の枯渇は見込まれ

ないことを確認した。 

 

（２）積立比率 

①平成１９年度以前加入者については、公費を段階的に投入しているため、昨年度の

国の将来見通しと令和４年度実績との乖離状況について確認した。 

②平成２０年度以降加入者については、公費投入がないため、令和４年度実績で「積

立比率 1.00」を確保しているかについて確認した。 

 

上記に関して、計算の前提である「運用利回り 1.5％」のケースにおいて、保険収支・

年金収支ともに①については昨年度の国の将来見通しを上回っていること、②について

は「積立比率 1.00」を確保していることを確認した。 

なお、併せて「運用利回りを 0.25％（標準利率）」とするケースについても確認した

ところ、①は、昨年度の国の将来見通しを上回る結果であった。②は、昨年度の国の将

来見通しと同様 1.00 を上回らない結果であった。 

 

（３）責任準備金及び欠損金 

令和４年度の責任準備金は、公費投入の期間及び金額を見直したことや障害者死亡

率・加入者死亡率等の基礎率を見直したこと等から、前年度から６７億円増の６９５億

円となり、繰越欠損金は８５百万円となった。 

 

（参考）年金資産の運用 

資産運用面については、令和 4年度において、国内株式が堅調に推移する一方で、

欧米を中心としたインフレ抑制のための利上げの影響等により、資産全体の運用利回

りは▲0.56％となったものの、各資産毎のベンチマーク収益率は概ね確保している。

また、第 4期中期目標期間（過去 5年平均）の平均収益率は 1.78％となっており、厚

生労働大臣の指示利回りを確保している状況。なお、令和 5年度の資産運用委員会で

実施した基本ポートフォリオの検証においても、現在の基本ポートフォリオを直ちに

見直す必要はないことについて承認を得ている。 
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以上の令和５年度の財政検証結果等に基づき、将来における当該事業の安定的な運営

について支障は見込まれないものとし、厚生労働大臣への申出は行わない。 

    

最後に、本事業は多くの関係者がそれぞれの立場で制度を支えている仕組みであるこ

とに留意し、福祉医療機構としては、引き続き安全かつ効率的な運用を実施し、厚生労

働大臣が指示する利回りの確保に努めるとともに、制度の実施主体である地方公共団体

等関係者に十分な情報提供を行い、引き続き広報に積極的に取り組むことで新規加入者

を増やす等、制度の長期で安定的な持続に努める必要がある。 

 

 

 












































































